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提出書類一覧と提出方法 

各種手当届出書類については、下表のとおり事前に提出するもの、研修初日に提出するもの
の２種類があります。２ページ以降を参照のうえ書類を作成してください。 

 
１ 提出書類と提出方法 
 

 
 
※ 提出書類の不明点等がある場合には、勤労課（TEL:211-2082）までご連絡ください。 
 

２ 事前提出分の送付期限 
  令和 8 年３月９日（月） 必着 

 
３ 事前提出書類の送付先 

〒 060-8611   
札幌市中央区北１条西２丁目 
札幌市総務局職員部勤労課給与二係 

 
● 住居届について 

⇒ この届出は、「住所」と「住居手当」の２種類の届出を兼ねています。このため、住居手当を受給
しない場合であっても住所の届出は必要になるため、全員が提出する必要があります 

⑴ 住居手当を受給できる職員について 
住居手当は、「自ら居住するための住宅を借り受け、月額 11,000 円を超える家賃を支払ってい

各種手当届出書類の記載方法について 
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る職員」に支給されます。 
・実家で暮らしている。 
・住宅を借り受けているが、家賃の支払いは親である。      手当を受給できません 
・親族が貸主もしくは所有者である住宅を借り受けている。 
なお、支給額については以下の表のとおりとなります。 

 
   
⑵ 届出に必要な書類について 

以下のとおり届出書類が必要となります。次ページ以降の記載例等を参考にしてください。 
ア 住居届（様式１）…全員 
イ 賃貸借契約書（原本及び全ページのコピー） 
ウ 重要事項説明書（原本及び全ページのコピー） 
エ 家賃等領収書（原本及び全ページのコピー）            イ～カ 
 ※令和 8 年１月１日以降に発行されたもの              手当受給者のみ必要 
 ※口座振込の場合は振込明細書でも可                ※オ、カは必要な場合  
 ※口座引落しの場合は、通帳名義が分かる部分と金額明細の部分     のみ提出 
オ 貸主及び所有者が親族等ではないことの確認書（様式２） 
カ 賃貸借契約に関する証明書（様式３） 

※上記イ又はウに「貸主」や「所有者」が記載されていない場合に必要 
※上記オは貸主または所有者が法人ではない場合に必要 

⑶ 届出書類の記載方法について 
① 「住所」のみ届出を行う場合（手当を受給しない） 
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② 「住所」及び「手当」の届出を行う場合 
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②－オ 貸主及び所有者が職員の親族等ではないことの確認書（様式２） 

 
 



（事務職・技術職採用者向け） 

5 

 

②－カ 賃貸借契約に関する証明書（様式３） 

 

  


